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ＪＳＤ（サービス・流通連合）とは 
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・サービス・流通連合は、流通サービス産業の組合の連合体で、2001年（平成13年）7月4

日に誕生しました。 

・全国の百貨店、チェーンストア、専門店、卸売業、食品関連（レストラン、食品製造など）、

ホテル業、輸送関連業、その他流通産業に関係する138の組織が加盟しています。 

 
2012年9月現在 

加盟組合：138組織 計 男性 女性 

計 249,373 87,966 161,407 

 正社員 115,887 70,962 44,925 

 契約社員 5,846 1,439 4,407 

 パートタイマー 127,640 15,565 112,075 
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 契約社員 1,439 4,407 
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男女別雇用形態比率 



１．小売業界の実態 

雇用形態別雇用者数 
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加盟組合における雇用形態別構成比 
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チェーンストアにおける雇用形態別構成比 
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百貨店における雇用形態別構成比 

○加盟組合の正社員比率は、組合員で46.3％、全従

業員では34.7％である。 

○JSD加盟組合の企業の中で、主な小売の業態は

チェーンストア（総合スーパー・食品スーパー）

と百貨店である。 

○上記２業態の雇用形態別構成を比較すると、

チェーンストアではパートタイマーが多く、正社

員比率は22.4％と低い。百貨店では正社員が半数

以上の60.6%を占めている。 



２．労働災害の特徴と問題意識・取り組み 

（１）労働災害の特徴 

 

 

 

 

（２）問題意識と取り組み 
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チェーンストア 

＜ケース別＞ 

・転倒（床濡れ、階段） 

・転落（脚立） 

・躓き（通路） 

・カット（包丁、カッター） 

百貨店 

＜ケース別＞ 

・転倒（台車、階段 

・転落（脚立、 

・腰痛（品出し、什器運搬） 

小売業の共通課題 

・長時間労働 

 

 

・ 

年間総実労働時間 

JSD計 
回答 ～1800 1800 1900 2000 2100 2200 平均 

時間 組織数 時間 時間台 時間台 時間台 時間台 時間～ 

2010年 125 2 15 30 42 15 21 2,053 

2011年 117 3 14 29 38 17 16 2,046 

2012年 111 3 13 33 31 19 12 2,003 

＜転倒・転落・カット・腰痛など＞ 

・転倒（鮮魚）、転落（品出し作業者）、躓き（全従業員）、カット（刃物使

用者）など、それぞれに該当する対象部門および担当業務者への注

意喚起 

・各事業所での安全衛生委員会の実施→該当部門のマネージャーと

の情報共有→中央安全衛生委員会での情報共有と傾向分析 

・具体的な対応は、事象ごとにルールや環境改善を実施。 

 

＜長時間労働に対する取り組み＞ 

・タイムカードのチェックによる労働時間のチェック、ノー残業デーの設

定と巡回、長時間労働者への面接 

・メンタルヘルス対策として、従業員教育、管理者教育、相談窓口の設

置、相談ダイヤルの設置、ストレス度チェック、復帰プログラムの実施

など。 

 

 
＜メンタルヘルスの取組状況＞（複数回答） 

  
回答 

組織数 
1 2 3 4 5 6 7 

JSD計 92 24 55 24 57 39 20 11 

チェーンストア 30 9 19 4 19 10 6 4 

百貨店 35 8 21 14 21 17 9 4 

総合サービス 27 7 15 6 17 12 5 3 

メンタルヘルスの取り組み状況 

1. 従業員全員に基礎的な教育を実施している 

2. 管理者教育に盛り込んでいる(または別途行っている) 

3. 社内(事業所内)に専門資格を有した担当者を配置し、相談窓口を設けている 

4. 社外の相談窓口(相談ダイヤル等)と提携している 

5. 従業員を対象にストレス度チェック(健康診断時など)を定期的に行っている 

6. 復帰プログラムについて労使確認を行っている 

7. その他 



３．安全衛生管理体制について 

多店舗展開企業における安全衛生管理の役割分担 
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本社  

• 安全衛生委員会の開催 

• 安全衛生推進計画の作成 

• 各事業所の労災状況確認 

• 安全衛生週間の設定 

• 防災備蓄品の点検 

店舗  

•  労災状況の確認 

• 危険要因、予想される災害等の 

事前チェックと対応 

• 時間外労働実績の確認 

 

 職場会議、改善委員会など 

職場委員 

改善委員 

 

安全衛生委員会 
関係各署 

人事 

財務 

営業各署 

労働組合 

産業医 

責任者 

安全衛生管理者 

店長 

副管理者 

部長 

回答 
組織数 

総括安全衛生 
管理者 

安全管理者 衛生管理者 産業医 

117 

81 96 110 109 

安全衛生推進者 
又は衛生推進者 

安全衛生 
委員会 

安全委員会 衛生委員会 

89 108 1 9 

（2012JSD総合労働条件調査） 



４．安全衛生活動の実施状況、好事例 

（１）安全衛生活動の実施状況   （２）好事例 
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年間安全衛生推進計画の作成 

・基本方針や具体的な目標の設定 

・年間の安全衛生委員会や健康診断のスケ

ジュール作成。 

・安全衛生教育の内容と実施期間の設定。 

危険個所評価による労災事故予防 

・リスクアセスメント実施シートを利用し、災害が予

想される要因を事前に発見し対応。 

・リスクを「被災の程度」「発生の可能性」で見積も

り、優先度を評価。優先度の高い順に対応措置

をとる。 

ノー残業デーの実施 

・週に１～２日、ノー残業デーを設置。 

・ポスターや店内放送でノー残業デーの告知。 

・対象日には終業時に労使で見回りを実施。 

リスクアセスメント実施シート 

店舗名 ●●店 

実施日 2012年10月25日 

場所 危険要因 
予想される

災害 

リスクの見積り 

リスク低減対策 

対応措置 

被
災
の
程
度 

発
生
の
可
能
性 

優
先
度 

実施日 
次年度 
検討事項 

本館 階段 
転倒 
落下 

△ △ Ⅰ 
・利用時には照明
を転倒するよう掲
示 

10月1日   

第1別館 床材の剥離 
転倒 
躓き 

× △ Ⅱ 
・剥離部分の接着 
・他の剥離状況の
点検 

10月5日 
・床材の 
張り替え 

                  

委員長 書記長 委員長 副委員長

優先度及び低減対策の決定 対応措置の確認

 時間外実績（2012年2月～8月) 
                        

  所属名 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 7月 8月 合計 平均 320ｈ超過まで 

本店 

販売推進 33.00 32.50 11.50 21.00 35.00 30.50 24.00 187.50 
186.00 

132.5  

販売推進 7.50 23.75 31.50 36.25 28.75 28.25 28.50 184.50 135.5  

催事企画 66.00 19.00 39.75 39.75 23.50 10.50 23.25 221.75 
205.38 

98.3  

催事企画 44.50 16.25 29.50 29.00 37.75 7.25 24.75 189.00 131.0  

営業庶務 26.00 37.75 37.00 36.00 31.50 31.50 33.50 233.25 233.25 86.8  

食品部 イベント 40.25 37.00 23.00 27.00 11.25 39.75 13.25 191.50 
199.88 

128.5  

食品部 食品ｷﾞﾌﾄ 52.75 12.50 20.50 14.25 35.75 35.25 37.25 208.25 111.8  

感染症に関する情報発信 

・インフルエンザ等の感染症に関する知識と衛生

に関する情報の発信。 

・うがい、手洗いなどの予防啓蒙。 



５．非正規労働者に対する安全教育 
６．その他の要望、意見など 
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５．非正規労働者に対する安全教育 

○全従業員を対象とした教育を行っており、パート・アルバ

イトに限定した教育は実施していない。 

○入社時に、安全衛生に関するＤＶＤの視聴を義務付けて

いる。 

○入社時教育と全従業員対象の衛生教育、労災撲滅のた

めの教育を実施している。 

６．加盟組合からの要望・意見 

○休業災害１０件/年を目標にしているが、同業他社の好

事例があれば情報が欲しい。 

○障がい者雇用を積極的に行っているが、身体、知的、精

神障がい者を雇用するための安全衛生対策が必要だと

考えている。今後、障がい者やその家族が安心できる職

場環境を作る上で、好事例や情報を集めたい。また、法的

整備などの対応も必要であると考えている。 

６．ＪＳＤの要望・意見 

○発生している労災事故を、業態、企業規模、部門、作業

内容、勤続年数、雇用形態など、あらゆる面から分析し、

その原因を見極めることが、有効な対策を講じるための

第一歩と考える。 

○ＪＳＤ加盟組織からのヒアリングでは、食品とその他の部

門では異なった特徴がみられた。※次頁参照 

○小規模企業では、安全衛生対策が遅れているケースが

予想されるため、管理者の再確認、委員会の定期開催と

議題の見直しなど、基本的な内容からの段階的な対応・

指導が必要。 



資料：小売業の労働災害事例 
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＜食品部門＞ 

○ある食品スーパーでは、労災事故の３５％が鮮魚部門と

のデータがあり、食品部門で最も注意が必要な部門。冷

凍原料を商品化する際の切創が多く、次いで鮮魚のヒレ

やウロコが刺さる事故が多い。 

○精肉部門では、包丁での切創事故が多い。作業手順や

包丁の置き場所など、基本を徹底して入れば防げる事

故。 

○総菜部門では、フライヤーの油はねによるやけど事故が

多い。また、油すべりによる転倒が多いのも特徴。 

○青果部門では、水ぬれによる転倒・包丁による切創事故

が発生している。カボチャカッターなど専用調理機器の取

扱に注意が必要。 

○食品共通の事故として、清掃時に洗剤を希釈する際に目

に入るという事故がある。また、商品を異動する際のカー

トや台車による衝突、打撲事故がある。 

＜その他の部門＞ 

○階段での転倒 

○配線カバー、備品による躓き。 

○台車との接触。 

○作業による腰痛。 

○従業員の高齢化による事故の増加は、あまり見られな

かった。 

 食品部門では、作業手順などのルールによって

改善できる事象が多い。 

 また、その他の部門では、環境整備に起因する

事故が多く、それぞれの部門に応じた対策が必要

と考思われる。 



資料：連合 第7回安全衛生に関する調査 
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連合調査報告 

第7回「安全衛生に関する調査」 
 

 ○実施期間：2011年1～2月 

 ○回収状況：3361件 

 （民間2935件、公営・公務404件、無回答：22件） 
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